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いわき労働基準監督署

署長室よりいわきアリオスを望む
（R04年４月27日撮影）

◎ 資料等、自由にご利用ください
◎ 記事の要望や感想をお待ちしています！
（いわき労働基準協会までお寄せください）

労働保険の手続きは電子申請で！
「GビズIDプライム」で電子証明書が不要になりました
リーフレット（別途掲載「鉄腕あらわる」）をご覧ください

～活発な安全活動の展開を！～

全国安全週間準備期間にあたり、（一社）いわき労働基準協会（以下「いわき協会」）といわき
労働基準監督署が連携して、いわき市内主要企業6社のご協力を頂きパトロールを実施しました。

パトロールでは、いわき労働基準監督署長及び署職員が企業を訪問し、安全活動の実施状況、安
全週間準備期間中・本週間中における取組み内容等について、工場長等の幹部や安全衛生責任者か
らお聴きしました。

各企業からは、「工場長より安全メッセージを発信する」「構内の協力企業を含め安全パトロー
ルを強化する」「転倒災害防止対策を重点的に実施する」等、活発な安全活動を行う旨、説明をい
ただきました。

併せて、署長よりパトロールチラシ（労基署通信に別途掲載）をお渡しし、安全管理活動の更なる
活発化をお願いしました。企業の皆様には、趣旨にご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。

本パトロールについては、いわき協会と協力し、今後も続けてまいりたいと思います。
パトロールを希望される企業様には、いわき協会事務局あてご連絡ください。

全国安全週間に参加しよう！
パトロール実施中

各企業の皆様、御多用中、パトロールにご協力いただきありがとうございました！

シリーズ法令改正の解説・・第３回化学物質規制（R5.4.1施行予定分）
化学物質に対する規制に係る法改正が進められており、令和5年4月1日から順次施行されます。

今回は、令和5年4月1日から施行される法規制（11項目）説明の第2回になります。

令和5年4月1日施行予定の法規制のポイント（その2）

１ 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減
【解説】労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度について、以下の方法等

により最小限度にすることが義務付けられました。

◎対象物質以外の物質についても、ばく露される程度を最小限度とするよう努力義務が課されます。
※化学物質のリスクアセスメント概要についてはこちら（職場のあんぜんサイト）をご覧ください

〇 ばく露状況等について、労働者からの意見聴取、記録・保存が義務付けられます
上の措置の内容及び労働者のばく露の状況について、㈠労働者の意見を聴く機会を設け、㈡記録を

作成し保存することとされました。保存期間：３年（「がん原性物質※」）については30年）

※ がん原性物質は、厚生労働大臣告示で示す予定

２ 化学物質への直接接触の防止（努力義務）※一部物質はR6.4.1から義務化

【解説】皮膚や眼の刺激、皮膚の腐食、皮膚吸収等の有害性に応じ、物質又は含有製剤の製造、取
扱業務に従事させる場合には皮膚障害等防止用保護具を使用させるよう努めることとされました。

（資料出所・・・厚生労働省「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会資料」（R3.7.19）
「第146回労働政策審議会安全衛生分科会資料」（R4.3.23）
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